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○
経
済
産
業
省
令
第 

 
 

号 

 

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
号
）
第
三
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
情
報
処
理

の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

 

日 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

経
済
産
業
大
臣 

齋
藤 

健 
 

 

 
 

 

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令
第
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 



 

2 

（
認
定
の
基
準
） 

第
四
十
一
条 

法
第
三
十
一
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す

る
。 

（
認
定
の
基
準
） 

第
四
十
一
条 

法
第
三
十
一
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す

る
。 

一 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。 

        

一 

事
業
者
が
、
最
新
の
情
報
処
理
技
術
の
変
化
に
よ
る

影
響
を
踏
ま
え
た
観
点
か
ら
、
企
業
経
営
の
方
向
性
及

び
情
報
処
理
技
術
の
活
用
の
方
向
性
を
決
定
し
、
公
表

し
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
意
思
決
定
機
関
（
会
社
法

（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に

規
定
す
る
会
社
（
以
下
「
会
社
」
と
い
う
。
）
の
う
ち

、
取
締
役
会
設
置
会
社
（
会
社
法
第
二
条
第
七
号
に
規

定
す
る
取
締
役
会
設
置
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
あ
っ
て
は
取
締
役
会
、
取
締
役
会
設
置
会
社
で
な
い
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イ 

事
業
者
が
、
最
新
の
情
報
処
理
技
術
の
変
化
に
よ

る
影
響
を
踏
ま
え
た
観
点
か
ら
、
企
業
経
営
の
方
向

性
及
び
情
報
処
理
技
術
の
活
用
の
方
向
性
を
決
定
し

、
公
表
し
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
意
思
決
定
機
関

（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二

条
第
一
号
に
規
定
す
る
会
社
（
以
下
「
会
社
」
と
い

う
。
）
の
う
ち
、
取
締
役
会
設
置
会
社
（
会
社
法
第

二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
取
締
役
会
設
置
会
社
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
取
締
役
会
、
取
締

会
社
及
び
そ
の
他
の
法
人
又
は
団
体
に
あ
っ
て
は
取
締

役
会
に
準
ず
る
機
関
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
け

て
い
る
場
合
に
は
、
意
思
決
定
機
関
の
決
定
に
基
づ
い

た
も
の
に
限
る
。 

［
新
設
］ 
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役
会
設
置
会
社
で
な
い
会
社
及
び
そ
の
他
の
法
人
又

は
団
体
に
あ
っ
て
は
取
締
役
会
に
準
ず
る
機
関
と
す

る
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
け
て
い
る
場
合
に
は
、
意

思
決
定
機
関
の
決
定
に
基
づ
い
た
も
の
に
限
る
。 

ロ 

事
業
者
が
、
最
新
の
情
報
処
理
技
術
の
変
化
に
よ

る
影
響
を
踏
ま
え
た
観
点
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
含
む
企
業
経
営
及
び
情
報
処
理
技
術
の
活
用
の
具

体
的
な
方
策
（
以
下
単
に
「
戦
略
」
と
い
う
。
）
を

決
定
し
、
公
表
し
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
意
思
決

定
機
関
を
設
け
て
い
る
場
合
に
は
、
意
思
決
定
機
関

の
決
定
に
基
づ
い
た
も
の
に
限
る
。 

⑴ 

戦
略
に
お
い
て
、
当
該
戦
略
を
効
果
的
に
推
進

す
る
た
め
の
体
制
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

    

［
新
設
］ 

      

［
新
設
］ 
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⑵ 

戦
略
に
お
い
て
、
最
新
の
情
報
処
理
技
術
の
活

用
の
た
め
の
環
境
整
備
に
関
す
る
具
体
的
な
方
策

が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ハ 

事
業
者
が
、
戦
略
の
達
成
状
況
に
係
る
評
価
に
関

す
る
指
標
を
決
定
し
、
公
表
し
て
い
る
こ
と
。 

ニ 

事
業
者
に
お
い
て
、
戦
略
の
推
進
等
の
実
務
の
執

行
を
総
括
す
る
責
任
者
（
以
下
「
実
務
執
行
総
括
責

任
者
」
と
い
う
。
）
が
、
効
果
的
な
戦
略
の
推
進
を

図
る
た
め
に
必
要
な
情
報
発
信
を
実
施
し
て
い
る
こ

と
。 

ホ 

実
務
執
行
総
括
責
任
者
が
、
主
導
的
な
役
割
を
果

た
し
、
最
新
の
情
報
処
理
技
術
の
変
化
を
踏
ま
え
た

事
業
者
が
利
用
す
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
（
法
第
二

［
新
設
］ 

  

［
新
設
］ 

 

［
新
設
］ 

    

［
新
設
］ 
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条
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

、
第
四
十
六
条
、
様
式
第
十
六
及
び
様
式
第
十
七
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
課
題
を
把
握
し
て
い
る

こ
と
。 

ヘ 

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
基
本
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第

二
条
に
規
定
す
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
い
う

。
）
に
関
す
る
対
策
の
的
確
な
策
定
及
び
実
施
を
行

っ
て
い
る
こ
と
。 

    

［
新
設
］ 

二 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。 

   

二 

事
業
者
が
、
最
新
の
情
報
処
理
技
術
の
変
化
に
よ
る

影
響
を
踏
ま
え
た
観
点
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含

む
企
業
経
営
及
び
情
報
処
理
技
術
の
活
用
の
具
体
的
な

方
策
（
以
下
単
に
「
戦
略
」
と
い
う
。
）
を
決
定
し
、
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イ 

事
業
者
が
、
前
号
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
こ
と
。 

ロ 

事
業
者
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
情
報

処
理
シ
ス
テ
ム
の
運
用
及
び
管
理
（
他
の
事
業
者

に
委
託
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
行
っ
て
い
る
こ

と
。 

⑴ 

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
運
用
及
び
管
理
を
行

う
者
が
そ
の
開
発
、
運
用
及
び
管
理
を
単
独
で

行
っ
た
場
合
に
お
け
る
収
益
性
が
見
込
め
な
い

こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
そ
の
開
発
、
運

公
表
し
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
意
思
決
定
機
関
を
設

け
て
い
る
場
合
に
は
、
意
思
決
定
機
関
の
決
定
に
基
づ

い
た
も
の
に
限
る
。 

イ 

戦
略
に
お
い
て
、
当
該
戦
略
を
効
果
的
に
推
進
す

る
た
め
の
体
制
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

戦
略
に
お
い
て
、
最
新
の
情
報
処
理
技
術
の
活
用

の
た
め
の
環
境
整
備
に
関
す
る
具
体
的
な
方
策
が
示

さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

［
新
設
］ 
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用
及
び
管
理
を
共
同
で
行
う
こ
と
が
合
理
的
と

認
め
ら
れ
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、

運
用
及
び
管
理
を
行
う
者
が
異
な
る
複
数
の
情

報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
連
携
に
よ
り
こ
れ
ら
の
者

が
多
様
な
デ
ー
タ
を
活
用
で
き
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
機
構
が
定
め
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
に

則
っ
た
機
能
を
備
え
る
も
の
。 

⑵ 

運
用
及
び
管
理
を
行
う
者
が
異
な
る
複
数
の

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
連
携
を
円
滑
に
行
う
た

め
の
効
率
的
な
デ
ー
タ
の
流
通
、
処
理
、
利
用

等
に
関
す
る
機
能
（
以
下
「
デ
ー
タ
流
通
機
能

」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
連
携
を
行
う
た
め
に

複
数
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
共
通
し
て
必
要

       

［
新
設
］ 
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な
機
能
（
デ
ー
タ
流
通
シ
ス
テ
ム
に
備
え
る
も

の
を
除
く
。
）
（
以
下
「
連
携
サ
ー
ビ
ス
機
能

」
と
い
う
。
）
を
備
え
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム

。
（
以
下
「
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う

。
） 

ハ 

事
業
者
が
、
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て

扱
う
デ
ー
タ
に
関
し
て
、
守
秘
義
務
の
遵
守
、
目

的
外
利
用
の
禁
止
そ
の
他
の
デ
ー
タ
の
管
理
に
関

す
る
事
項
を
定
め
、
当
該
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム

の
利
用
者
に
取
引
条
件
と
し
て
開
示
し
て
い
る
こ

と
。 

ニ 

事
業
者
が
、
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る

ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
の
整
備
、
暗
号
化
対
策
、
サ

     

［
新
設
］ 

     

［
新
設
］ 
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イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
対
策
、
可
用
性

の
確
保
そ
の
他
の
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
の
安
全

性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を

継
続
的
に
講
じ
て
い
る
こ
と
。 

ホ 

事
業
者
が
、
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
に
接
続
す

る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
が
満
た
す
べ
き
要
件
の
明

確
化
そ
の
他
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
安
全
性
及

び
信
頼
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る

た
め
に
必
要
な
措
置
を
継
続
的
に
講
じ
て
い
る
こ

と
。 

へ 

事
業
者
が
、
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
と
他
の
デ

ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
と
の
相
互
の
連
携
を
確
保
す

る
た
め
に
、
当
該
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
が
準
拠

    

［
新
設
］ 

     

［
新
設
］ 
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す
る
基
準
を
公
表
し
て
い
る
こ
と
。 

ト 

事
業
者
が
、
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
に
係
る
事

業
の
実
施
に
必
要
な
経
営
の
安
定
性
及
び
経
営
資

源
（
設
備
、
技
術
、
個
人
の
有
す
る
知
識
及
び
技

能
そ
の
他
の
事
業
の
運
営
に
活
用
さ
れ
る
資
源
を

い
う
。
）
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。 

［
削
る
］ 

［
削
る
］ 

［
削
る
］ 

［
削
る
］ 

 

［
新
設
］ 

    三 

［
略
］  

四 

［
略
］ 

五 

［
略
］ 

六 

［
略
］ 

（
認
定
の
失
効
） 

第
四
十
一
条
の
二 

第
四
十
一
条
第
一
号
の
基
準
に
よ
る
認

定
（
以
下
「
第
一
号
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
事

 
［
新
設
］ 
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業
者
が
同
条
第
二
号
の
基
準
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
と

き
は
、
第
一
号
認
定
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

 
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
は
注
記
で
あ
る
。 
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様
式
第
十
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  



様式第１６（第４０条関係）（第一面から第三面まで） 
 

認定申請書 
 

申請年月日     年  月  日 
  

  経済産業大臣 殿 
（ふりがな）                  

一般事業主の氏名又は名称                   

（ふりがな）                  
（法人の場合）代表者の氏名                 

住 所 〒 

 

法人番号                                         

 情報処理の促進に関する法律第３１条に基づき、情報処理の促進に関する法律施行
規則第４１条（①第１号、②第２号）の基準による認定を受けたいので、下記のとお
り申請します。 
 

 
記 

情報処理システムの運用及び管理に関する指針に関する取組の実施状況 

 

 (1) 企業経営の方向性及び情報処理技術の活用の方向性の決定 

公表媒体（文書等）の
名称 

 

 

公表日     年  月  日 

 

公表方法・公表場所・
記載箇所・ページ 

 

 

記載内容抜粋  

 

意思決定機関の決定に
基づいていることの説
明 

 

 

 

(2) 企業経営及び情報処理技術の活用の具体的な方策（戦略）の決定 

公表媒体（文書等）の
名称 

 

 

公表日     年  月  日 

 

公表方法・公表場所・
記載箇所・ページ 

 

 

記載内容抜粋  

 



意思決定機関の決定に
基づいていることの説
明 

 

 

 

  ① 戦略を効果的に進めるための体制の提示 

戦略における記載箇所
・ページ 

 

 

記載内容抜粋  

 

 

  ② 最新の情報処理技術を活用するための環境整備の具体的方策の提示 

戦略における記載箇所
・ページ 

 

 

記載内容抜粋  

 

 

(3) 戦略の達成状況に係る指標の決定 

公表媒体（文書等）の
名称 

 

 

公表日     年  月  日 

 

公表方法・公表場所・
記載箇所・ページ 

 

 

記載内容抜粋  

 

 

(4) 実務執行総括責任者による効果的な戦略の推進等を図るために必要な情報発信 

発信日     年  月  日 

 

発信方法  

 

発信内容  

 

 

 (5) 実務執行総括責任者が主導的な役割を果たすことによる、事業者が利用する情
報処理システムにおける課題の把握 

実施時期     年  月頃 ～   年  月頃 

 

実施内容  

 

 

 (6) サイバーセキュリティに関する対策の的確な策定及び実施 



実施時期     年  月頃 ～   年  月頃 

 

実施内容  

 

 
（注）(1)～(3)の取組において公表先のURLを提出しない場合は次の①の書類を、(4)
の取組において情報発信内容を確認できるウェブサイトのURLを提出しない場合は、
次の②の書類を添付すること。また、必要に応じて③、④の書類を添付できる。 

① (1)～(3)の取組における、公表を行っていることを明らかにする書類（公表先
のウェブサイトの画面を印刷した書類等） 

② (4)の取組における、情報発信を行っていることを明らかにする書類（情報発
信内容を確認できるウェブサイトの画面を印刷した書類等） 

③ (1)の取組における企業経営の方向性及び情報処理技術の活用の方向性、(2) 
の取組における戦略を補足説明するための書類（最新の情報処理技術の変化に
よる影響を踏まえた観点から決定していることを説明する書類等） 

④ (5)～(6)の取組における、実施内容を補足説明するための書類 
 

備考．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 



様式第１６（第４０条関係）（第四面及び第五面） 

 

情報処理の促進に関する法律施行規則第４１条第２号の基準による認定を受けようと
する場合は、以下についても記載すること。 

 

 (1) データ連携システムの運用及び管理に関する説明 

データ連携システムの
目的、概要に関する説
明 

 

 

データ連携システムの
運用及び管理を開始し
た日 

    年  月  日 

 

機構が定めるガイドラ
イン等の名称 

 

 

開発、運用及び管理を
共同で行うことが合理
的であることの説明 

 

 

データ連携システムに
おいてデータ流通機能
及び連携サービス機能
を有することの説明 

 

 

(2) 利用者に対するデータの管理に関する事項の開示 

文書等の名称  

 

記載箇所・ページ  

 

実施内容  

 

 

 (3) データ連携システムの安全性及び信頼性の確保のために必要な措置の継続的な実
施 

文書等の名称  

 

記載箇所・ページ  

 

実施内容  

 

 

 (4) データ連携システムに接続する情報処理システムの安全性及び信頼性を確保され
ていることを確認するために必要な措置の継続的な実施 

文書等の名称  

 

記載箇所・ページ  



実施内容  

 

 

 (5) 他のデータ連携システムとの相互の連携を確保するためにデータ連携システムが
準拠する基準の公表 

公表媒体（文書等）の
名称 

 

 

準拠する基準に対して
データ連携システムで
機能を整備しているこ
との説明 

 

 

 

 (6) データ連携システムに係る事業の実施に必要な経営の安定性及び経営資源の確保 

経営の安定性の確保に
関する説明 

 

 

経営資源の確保に関す
る説明 

 

 

（注）(1)～(6)の取組においては、必要に応じて実施内容を補足説明するための書類を
添付するものとする。 
 

 

備考．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
 

 

 



様式第１６（第４０条関係）（第六面） 

 
（記載要領） 
１．「申請年月日」欄は、経済産業大臣に認定申請書を提出する年月日を記載するこ

と。 

２．「住所」欄は、一般事業主が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地を記
載すること。 

３．一般事業主が法人の場合であって法人番号が記入されている場合は、一般事業主の氏
名又は名称、代表者の氏名、住所の記載を省略することができる。 

４．申請を行う類型について、該当するものの番号を○で囲むこと。 

５．申請内容は正しく記載すること。認定後、虚偽または不正の申請を行ったことが
判明した場合には、認定の取消し等所要の措置を講ずることがある。 
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様
式
第
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を
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の
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う
に
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め
る
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様式第１７（第４２条関係）（第一面から第三面まで） 
 

認定更新申請書 
 

申請年月日     年  月  日 
  

  経済産業大臣 殿 
（ふりがな）                  

一般事業主の氏名又は名称                   

（ふりがな）                  
（法人の場合）代表者の氏名            印    

住 所  〒 

 

法人番号                                          

 情報処理の促進に関する法律第３２条第１項に基づき、情報処理の促進に関する法
律施行規則第４１条（①第１号、②第２号）の基準による認定の更新を受けたいので、
下記のとおり申請します。 

記 

情報処理システムの運用及び管理に関する指針に関する取組の実施状況 

 

 (1) 企業経営の方向性及び情報処理技術の活用の方向性の決定 

公表媒体（文書等）の
名称 

 

 

公表日     年  月  日 

 

公表方法・公表場所・
記載箇所・ページ 

 

 

記載内容抜粋  

 

意思決定機関の決定に
基づいていることの説
明 

 

 

 

(2) 企業経営及び情報処理技術の活用の具体的な方策（戦略）の決定 

公表媒体（文書等）の
名称 

 

 

公表日     年  月  日 

 

公表方法・公表場所・
記載箇所・ページ 

 

 

記載内容抜粋  

 

意思決定機関の決定に
基づいていることの説
明 

 

 



 

  ① 戦略を効果的に進めるための体制の提示 

戦略における記載箇所
・ページ 

 

 

記載内容抜粋  

 

 

  ② 最新の情報処理技術を活用するための環境整備の具体的方策の提示 

戦略における記載箇所
・ページ 

 

 

記載内容抜粋  

 

 

(3) 戦略の達成状況に係る指標の決定 

公表媒体（文書等）の
名称 

 

 

公表日     年  月  日 

 

公表方法・公表場所・
記載箇所・ページ 

 

 

記載内容抜粋  

 

 

(4) 実務執行総括責任者による効果的な戦略の推進等を図るために必要な情報発信 

発信日     年  月  日 

 

発信方法  

 

発信内容  

 

 

 (5) 実務執行総括責任者が主導的な役割を果たすことによる、事業者が利用する情
報処理システムにおける課題の把握 

実施時期     年  月頃 ～   年  月頃 

 

実施内容  

 

 

 (6) サイバーセキュリティに関する対策の的確な策定及び実施 

実施時期     年  月頃 ～   年  月頃 

 



実施内容  

 

 

（注）(1)～(3)の取組において公表先のURLを提出しない場合は次の①の書類を、(4)
の取組において情報発信内容を確認できるウェブサイトのURLを提出しない場合は、
次の②の書類を添付すること。また、必要に応じて③、④の書類を添付できる。 

① (1)～(3)の取組における、公表を行っていることを明らかにする書類（公表先
のウェブサイトの画面を印刷した書類等） 

② (4)の取組における、情報発信を行っていることを明らかにする書類（情報発
信内容を確認できるウェブサイトの画面を印刷した書類等） 

③ (1)の取組における企業経営の方向性及び情報処理技術の活用の方向性、(2) 
の取組における戦略を補足説明するための書類（最新の情報処理技術の変化に
よる影響を踏まえた観点から決定していることを説明する書類等） 

④ (5)～(6)の取組における、実施内容を補足説明するための書類 
 

備考．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 



様式第１７（第４２条関係）（第四面及び第五面） 

 

情報処理の促進に関する法律施行規則第４１条第２号の基準による認定の更新を受け
ようとする場合は、以下についても記載すること。 

 

 (1) データ連携システムの運用及び管理に関する説明 

データ連携システムの
目的、概要に関する説
明 

 

 

データ連携システムの
運用及び管理を開始し
た日 

    年  月  日 

 

機構が定めるガイドラ
イン等の名称 

 

 

開発、運用及び管理を
共同で行うことが合理
的であることの説明 

 

 

データ連携システムに
おいてデータ流通機能
及び連携サービス機能
を有することの説明 

 

 

(2) 利用者に対するデータの管理に関する事項の開示 

文書等の名称  

 

記載箇所・ページ  

 

実施内容  

 

 

 (3) データ連携システムの安全性及び信頼性の確保のために必要な措置の継続的な実
施 

文書等の名称  

 

記載箇所・ページ  

 

実施内容  

 

 

 (4) データ連携システムに接続する情報処理システムの安全性及び信頼性を確保され
ていることを確認するために必要な措置の継続的な実施 

文書等の名称  

 

記載箇所・ページ  



実施内容  

 

 

 (5) 他のデータ連携システムとの相互の連携を確保するためにデータ連携システムが
準拠する基準の公表 

公表媒体（文書等）の
名称 

 

 

準拠する基準に対して
データ連携システムで
機能を整備しているこ
との説明 

 

 

 

 (6) データ連携システムに係る事業の実施に必要な経営の安定性及び経営資源の確保 

経営の安定性の確保に
関する説明 

 

 

経営資源の確保に関す
る説明 

 

 

（注）(1)～(6)の取組においては、必要に応じて実施内容を補足説明するための書類を
添付するものとする。 
 

備考．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
 

 

 

 



様式第１７（第４２条関係）（第六面） 

 
（記載要領） 
１．「申請年月日」欄は、経済産業大臣に認定更新申請書を提出する年月日を記載す

ること。 

２．「一般事業主の氏名又は名称、代表者の氏名、住所」欄は、氏名については、記
名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。一般事業主が法人の場
合にあっては、住所については主たる事務所の所在地を記載すること。 

３．一般事業主が法人の場合であって法人番号が記入されている場合は、一般事業主の氏
名又は名称、代表者の氏名、住所の記載を省略することができる。 

４．申請内容は正しく記載すること。認定更新後、虚偽または不正の申請を行ったこ

とが判明した場合には、認定の取消し等所要の措置を講ずることがある。 
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か
ら
施
行
す
る
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